
く
ら
し

「
令
和
７
年
度 

健
康
診
査
申
込
書
」

の
提
出
期
限
は
１
月
22
日
㈬

　

村
上
市
人
間
ド
ッ
ク
費
用
助
成
申

込
書
も
同
封
し
て
い
ま
す
。
希
望
す

る
人
は
併
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

電
子
申
請
で
も
申
し
込
み
で
き
ま
す
。

‌

問 ‌�

申
保
健
医
療

課
健
康
支
援
室

（
☎
75
‐
８
９

３
４
）

新
入
学
児
童
学
用
品
費
を
入
学

前
に
支
給
し
ま
す

‌

対�

令
和
７
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学

予
定
の
児
童
の
保
護
者
で
令
和
５

年
分
の
世
帯
所
得
が
市
の
定
め
る

基
準
額
以
下
の
世
帯

‌
申�
１
月
29
日
㈬
ま
で
に
学
校
教
育
課

ま
た
は
各
教
育
事
務
所
に
備
え
付

け
の
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

‌

問�

学
校
教
育
課
教
育
総

務
室
（
☎
72
‐
６
８

８
２
）

市
営
・
県
営
住
宅
の
入
居
申
し
込

み
を
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

　

公
営
住
宅
は
、
住
む
場
所
に
困
っ

て
い
る
人
の
た
め
の
住
宅
で
す
。
入

居
に
つ
い
て
は
、
申
し
込
み
順
で
は

な
く
、
必
要
度
の
高
い
順
に
選
考
し

て
決
定
し
ま
す
。

【
６
月
１
日
入
居
予
定
】

‌

申�

３
月
31
日
㈪
ま
で

入
居
選
考
日　

４
月
中
旬

【
９
月
１
日
入
居
予
定
】

‌

申�

６
月
30
日
㈪
ま
で

ホームページ

入
居
選
考
日　

７
月
中
旬

‌

問 ‌�

申
都
市
計
画
課
建
築
住
宅
室
（
☎

75
‐
８
９
４
７
）
ま
た
は
荒
川
支

所
産
業
建
設
課
建

設
管
理
室
（
☎
62
‐

５
２
７
３
）

公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

を
送
付
し
ま
す

　

老
齢
年
金
は
所
得
税
法
の
規
定
上

「
雑
所
得
」
と
な
り
、
課
税
の
対
象
に

な
る
こ
と
か
ら
、
老
齢
年
金
を
受
け

て
い
る
人
へ
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収

票
を
送
付
し
ま
す
。
こ
の
書
類
に
は
、

令
和
６
年
中
に
支
払
わ
れ
た
年
金
総

額
、
社
会
保
険
料
の
金
額
（
介
護
保

険
料
な
ど
）、
源
泉
徴
収
税
額
お
よ
び

控
除
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

確
定
申
告
を
す
る
場
合
に
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
紛
失
し
な
い
よ
う

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
は
非
課
税
の
た

め
、
こ
の
書
類
は
届
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
共
済
年
金
の
源
泉
徴
収
票

は
、
各
共
済
組
合
か
ら
送
付
さ
れ
ま

す
。

‌

問�

新
発
田
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談

室（
☎
０
２
５
４
‐
23
‐
２
１
２
８
）

宝
く
じ
の
助
成
金
で
整
備
し
ま
し
た

　

細
工
町
町
内
会
で
、
エ
ア
コ
ン
な

ど
を
整
備
し
ま
し
た
。

宝
く
じ
の
助
成
金
と
は

　

（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
は
、

２
月
６
日
㈭
か
ら
映
像
通
報 

１
１
９
の
運
用
を
開
始
し
ま
す

　

「
映
像
通
報
１
１
９
」
は
、
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
１
１
９
番
通
報

時
に
現
場
映
像
を
送
信
す
る
こ
と

で
、
指
令
室
員
が
現
場
の
状
況
を
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
確
認
で
き
る
シ
ス
テ

ム
で
す
。
音
声
の
み
の
通
報
で
は
伝

わ
り
に
く
い
傷
病
者
の
状
態
確
認
や

応
急
手
当
て
の
指
示
、
火
災
や
事
故

の
状
況
を
明
確
に
伝
え
る
こ
と
で
速

や
か
な
対
応
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
取
り
扱
い
方
法
は
、
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

‌

問�

消
防
本
部
警
防
課

	

（
☎
53
‐
０
１
０
９
）

「
２
０
２
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」

が
行
わ
れ
ま
す

　

日
本
の
農
林
業
の
実
態
を
知
り
将

来
を
考
え
て
い
く
た
め
に
、
農
家
や

集
落
営
農
な
ど
農
林
業
を
営
ん
で
い

る
個
人
・
法
人
の
方
を
対
象
に
２
月

１
日
を
基
準
日
と
し
て
行
い
ま
す
。

　

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団

体
の
農
林
施
策
の
重
要
な
基
礎
資
料

と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
・
企
画
を

推
進
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
を
お
願
い
す
る
農
林
業
従
事

者
に
は
、
１
月
中
旬
頃
か
ら
県
知
事

に
任
命
さ
れ
た
調
査
員
が
調
査
票
な

ど
を
配
布
し
、
後
日
収
集
に
伺
い
ま

ホームページ

す
。
ま
た
、
調
査

票
は
オ
ン
ラ
イ
ン

で
も
回
答
で
き
ま

す
。

‌

問�

総
務
課
情
報
管
理
室

	

（
☎
53
‐
３
３
６
７
）

障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方
は

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

‌

対�

障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
で
、

一
定
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
方

や
車
い
す
用
な
ど
構
造
変
更
車
両

を
所
有
・
使
用
さ
れ
て
い
る
方

【
新
規
の
方
】

　

申
請
が
必
要
で
す
。
４
月
に
申
請

書
類
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
継
続
の
方
（
本
人
運
転
）】

　

４
月
に
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す

が
、
令
和
６
年
度
に
承
認
さ
れ
た
内

容
か
ら
変
更
が
な
い
場
合
は
、
提
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
継
続
の
方
（
家
族
運
転
・
介
護
者
運
転
）】

　

継
続
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
４

月
に
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

‌

問
税
務
課
収
納
対
策
室

	

（
☎
53
‐
３
３
６
１
）

第
２
回
上
下
水
道
事
業
審
議
会

　

水
道
事
業
お
よ
び
下
水
道
事
業
の

経
営
に
つ
い
て
審
議
し
ま
す
。
傍
聴

を
希
望
さ
れ
る
人
は
お
気
軽
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

‌

時�

１
月
17
日
㈮
午
後
１
時
30
分
～

‌

場�

神
林
支
所
３
階
大
会
議
室

‌

問�

上
下
水
道
課
経
営
企
画
室

	

（
☎
66
‐
６
１
９
２
）

村
上
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域

計
画
に
関
す
る
意
見
交
換
会

　

市
内
の
多
様
な
文
化
遺
産
を
将
来

へ
伝
え
る
た
め
に
市
が
策
定
す
る

「
村
上
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計

画
」
案
を
紹
介
し
、
意
見
交
換
を
行

い
ま
す
。

‌

時�

１
月
29
日
㈬
・
31
日
㈮

	

午
後
７
時
～
８
時
（
両
日
と
も
）

‌

場�

教
育
情
報
セ
ン
タ
ー

‌

定�

各
日
50
人　

‌

￥
無
料　

‌

申
不
要

‌

問�

生
涯
学
習
課
文
化
行
政
推
進
室　

	

（
☎
53
‐
７
５
１
１
）

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し

て
、
地
域
社
会
の
健
全
な
発
展
と
住

民
の
福
祉
向
上
を
目
的
に
さ
ま
ざ
ま

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
助
成
し
て

い
ま
す
。

申
請
に
つ
い
て

　

助
成
金
は
自
治
会
や
自
主
防
災
会

な
ど
が
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
請
を
検
討
す
る
際
は
、
お
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

‌

問�

市
民
課
自
治
振
興
室

	

（
☎
75
‐
８
９
２
６
）

献
血
に
ご
協
力
を
!!（「
は
た
ち
の

献
血
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
実
施
中
）

　

少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
輸

血
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
が
増
加
す

る
一
方
で
、
若
者
を
中
心
と
す
る
献

血
可
能
人
口
が
減
少
し
、
輸
血
用
血

液
の
不
足
が
大
変
心
配
さ
れ
て
い
ま

す
。
将
来
に
渡
っ
て
、
い
つ
で
も
安

心
で
安
全
な
輸
血
用
血
液
を
確
実
に

お
届
け
で
き
る
よ
う
、
皆
さ
ん
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

献
血
の
実
施
日
・
会
場
な
ど
の
詳

細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（「
献
血
」
で

検
索
）
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

※�

献
血
は
16
歳
か
ら
ご
協
力
い
た

だ
け
ま
す

‌

問�

保
健
医
療
課
健
康
支
援
室

	

（
☎
75
‐
８
９
３
４
）

ホームページ
村
上
市
役
所

本庁� （☎ 53− 2111）
荒川支所� （☎ 62− 3101）
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お知らせ
「くらし」「もよおし」など、
さまざまな情報をお届け

今月の市税などの納期限

・市県民税　　　　　　　第４期
・国民健康保険税　　　　第７期
・介護保険料　　　　　　第７期
・後期高齢者医療保険料　第10期

納期限 １月31日金

便利で納め忘れのない口座振替をおすすめします
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　「市報むらかみ」は１日号と15日号の毎月２
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号のみ（１月は15日に発行）の発行に変更しま
す。15日号に掲載していた行政情報は１日号に
掲載し、これまで以上に早くお届けします。
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が可能な市ホームページ、LINEやフェイスブッ
クなどの市公式SNS、防災行政情報アプリ「む
らかみ情報ナビ」を積極的に活用して、緊急性・
即時性が高い情報を、いち早く発信してまいり
ます。

５月15日号から、とじ穴をなくします
　自由なレイアウトで伝わる記事を目指しま
す。なお、穴を開けやすいように、目印を表
示します。
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